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 １  

海幕人第６７号 

３０．３．１４ 

 

各 部 隊 の 長 

         殿 

各 機 関 の 長 

 

                           海 上 幕 僚 長       

 

 

幹部候補者たる自衛官の任用等に関する訓令（昭和３３年防衛庁訓令    

第６３号）第４条第４号に規定する幕僚長が定める要件について（通    

達） 

 

標記について、下記のとおり定める。 

 

記 

 

第１ 趣 旨 

この通達は、幹部候補者たる自衛官の任用等に関する訓令第４条第４号に規  

定する幕僚長が定める要件（以下単に「要件」という。）を定めるものとする。 

第２ 定 義 

   この通達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ  

ろによる。 

(1) 部隊等 海上自衛隊の部隊及び機関（海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地  

区病院を含む。）をいう。 

(2) 配置指定権者 配置指定について（通達）（海幕人第１６５２号。４３．  

３．２９）第２項に定める配置指定権者をいう。 

第３ 要 件 

部隊等の配置指定権者は、当該部隊等に所属する３等海曹たる自衛官につい  

て、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当することを確認した上で、当該年  

度の海上自衛隊一般幹部候補生（部内）の選抜試験の受験手続を実施するもの  

とする。 

 

 

 

 



 

２」  

 (1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１０４条第１項の規定に基づき  

学士の学位を授与されていること。 

(2) 幹部候補者となることを希望していること。 

(3) 直近の能力評価及び業績評価の全体評語（人事評価に関する訓令（平成２  

８年防衛省訓令第５６号。以下この号において「人事評価訓令」という。）  

第９条第３項（人事評価訓令第１４条において準用する場合を含む。）に規  

定する確認が行われた人事評価訓令第６条第１項に規定する全体評語をいう  

。）が中位より上又は中位の段階であること。 

(4) ３等海曹たる自衛官としての経験の度合いを考慮した上で、幹部候補者と  

なり得る資質があると認められること。 
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